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笏螂隆
秋田県庁舎(『秋田県史』第五巻 明治編より)

「土木課事務簿 県庁新築之部

昭
和
三
十
二

（
一
九
五
七
）
年
に
火
災
で
焼
失

し
た
旧
秋
田
県
庁
舎

（秋
田
市
土
手
長
町
中
丁
）

は
、
明
治
十
三

（
一
八
八
〇
）
年
に
落
成
し
た
。

そ
れ
以
前
の
県
庁
合
は
旧
佐
竹
義
尚
邸
を
使
用
し

て
い
た
。
十
三
年
に
初
め
て
、
県
庁
舎
が
洋
風
新

築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

明
治
十

一
年
か
ら
十
三
年
の

「土
木
課
事
務
簿

県
庁
新
築
之
部
」

翁
電
～
八
番
）
に
は
、
県
庁
舎

建
設
の
際
の
土
地
や
建
築
資
材
、
そ
の
他
、
諸
物

品
の
買
上
げ
に
関
す
る
文
書
が
多
い
。
秋
田
で
手

に
入
ら
な
い
資
材
や
物
品
は
東
京
な
ど
で
購
入
さ

れ
て
い
る
。

写
真
は
庁
舎
の
敷
物
用
と
し
て
、
明
治
十
二
年

に
東
京
出
張
の
勧
業
課
員
か
ら
土
木
課
に
郵
送
さ

れ
た
布
地
見
本
で
あ
る
。
文
書
に
は

コ
ン
ウ
タ
ン
、

タ
ン
ツ
」
と
記
さ
れ
、
絨
毯
と
緞
通
で
あ
る
こ
と

が
判
る
。
土
木
課
は
布
地
の
強
さ
と

一
坪
当
た
り

の
値
段
を
購
入
の
目
安
と
し
て
い
た
。
『
秋
田
県

史
』
明
治
編
に
は
、
最
終
的
に
ズ

ツ
ク
地
が
庁
舎

の
敷
物
に
採
用
さ
れ
た
と
あ
る
。
見
本
の
布
地
は

結
局
不
採
用
だ

っ
た
ら
し
い
。
が
、　
〓

一〇
年
ほ

ど
前
に
売
買
さ
れ
て
い
た
毛
織
商
品
の
サ
ン
プ
ル

が
県
庁
簿
冊
の
中
か
ら
出
て
き
た
の
は
大
変
興
味

深
い
。

（公
文
書
課
　
柴
田
知
彰
）
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多
く
の
戸
惑
い
と
、
期
待
の
中
で
初

め
て
公
文
書
館
を
訪
ね
た
の
は
、
平
成

六
年
の
春
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
の

四
月
に
私
が
異
動
し
た
佐
竹
史
料
館
の

企
画
展
と
し
て
、
秋
田
の
藩
政
期
に
活

躍
し
た
文
人
の
書
面
を
中
心
に
紹
介
す

る
展
覧
会
の
資
料
調
査
の
為
で
あ
っ
た
。

開
期
を
六
月
初
旬
に
控
え
、
職
場
が

変
わ

っ
て
か
ら
、
初
め
て
の
企
画
展
と

な
る
も
の
で
、
短
期
間
で
い
か
に
多
く

の
資
料
を
集
め
ら
れ
る
か
は
、
所
蔵
資

料
の
少
な
い
史
料
館
に
と
っ
て
、
借
用

先
の
ご
好
意
に
頼
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
。

目
的
と
す
る
史
料
は
現
在
、
公
文
書

館
が
所
蔵
し
て
い
る

「御
学
館
文
学
日

記
」
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
日
記
で
あ
る
。

こ
の
日
記
は
、
秋
田
藩
の
評
定
奉
行
や

藩
校
明
徳
館
の
文
学
を
勤
め
た
野
上
陳

令
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

前
述
の
日
記
は
、
か
つ
て
県
立
図
書

館
か
ら

「菅
江
真
澄
没
後
百
六
十
年
資

料
展
」
の
た
め
赤
れ
ん
が
郷
土
館
で
借

用
し
た
経
緯
の
あ
る
史
料
で
あ
り
、
約

六
年
ぶ
り
の
対
面
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

企
画
展
で
は
、
紀
行
家
と
し
て
も
知

ら
れ
る
菅
江
真
澄
の
関
係
資
料
も
展
示

さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
が
旧
跡
吟
味

を
仰
せ
つ
か

っ
た
証
と
し
て
是
非
と
も

公
開
展
示
し
た
い
史
料
で
あ
っ
た
。

移
管
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た

私
が
、
最
初
図
書
館
奉
仕
課
を
訪
ね
て

の
返
事
は

「公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
ま

し
た
。
」
史
料
が
簡
単
に
手
の
届
か
な

い
所
に
行

っ
て
し
ま
っ
た
様
に
感
じ
た

こ
と
を
思
い
出
す
。

そ
れ
ま
で
、
図
書
館
を
利
用
し
て
き

た
郷
土
関
係
史
料
の
研
究
者
に
と
っ
て

は
、
な
ん
と
不
便
に
な
っ
た
こ
と
か
と

感
じ
た
に
違
い
な
い
。
多
く
の
利
用
者

に
と
っ
て
、
他
の
機
関
か
ら
ど
の
様
な

史
料
が
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
の

か
、
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
周
知
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。

ま
ず
は
、
手
元
に
あ
る
県
立
図
書
館

の
郷
土
文
献
目
録
や
、
東
山
文
庫
目
録
、

博
物
館
収
蔵
資
料

（歴
史
資
料
）
目
録

な
ど
か
ら
移
管
史
料
を
確
認
す
る
作
業

を
は
じ
め
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

す
で
に
出
版
さ
れ
た
書
籍
等
に
引
用

さ
れ
た
史
料
が
、
秋
田
県
立
秋
田
図
書

館
所
蔵
品
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
場

合
は
、
確
認
が
必
要
で
あ
り
、
煩
わ
し

い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
以
後
、
佐
竹
史
料
館
で
は
写
真

撮
影
は
も
と
よ
り
、
代
表
的
な
日
記
と

し
て
知
ら
れ
る

「梅
津
政
景
日
記
」
を

は
じ
め

、

「石
井
忠
運
日
記
」
、
県
立

博
物
館
か
ら
移
管
さ
れ
た
賀
藤
景
林
関

係
の

「木
山
方
絵
図
」
な
ど
、
数
多
く

の
史
料
を
借
用
し
、
公
開
展
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
利
用
に
関
し
て
は
、
史
料
の

大
小
、
形
態
を
は
じ
め
、
事
前
調
査
を

心
掛
け
る
様
に
し
て
い
る
。
写
真
撮
影

が
必
要
な
場
合
は
、
特
に
撮
影
状
態
を

考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
軸
装
さ

れ
た
史
料
の
全
体
は
な
か
な
か
撮
影
し

に
く
く
な
っ
て
い
る
。

初
め
て
公
文
書
館
を
利
用
す
る
方

は
、
遠
慮
せ
ず
に
受
け
付
け
カ
ウ
ン
タ

ー
を
訪
ね
て
い
た
だ
き
た
い
。
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
備
え
付

け
の
目
録
か
ら
目
的
と
す
る
史
料
が
見

つ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
、
史
料
の
閲
覧
申
請
、
複
写
カ

ー
ド
、
出
版
掲
載
許
可
申
請
な
ど
全
て

を
利
用
す
る
場
合
は
、
三
枚
の
書
類
を

書
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、　
一
度
に
済
ま

せ
る
方
法
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
に
か
く
、
公
文
書
館
は
、
近
世
関

係
だ
け
で
も
五
万
点
を
超
え
る
史
料
を

所
蔵
し
、
秋
田
の
歴
史
が
こ
こ
に
あ
る

と
言
え
る
。

県
民
を
始
め
、
県
外
の
方
々
に
と
っ

て
も
、
秋
田
の
過
去
を
知
る
に
は
、
最

大
の
施
設
で
あ
り
、
よ
り
多
く
の
来
館

者
が
、
秋
田
関
係
の
史
料
を
実
際
に
手

に
触
れ
、
日
で
見
て
も
ら
い
た
い
も
の

で
あ
る
。
慶
長
七
年

（
一
六
〇
二
）
、

佐
竹
氏
が
秋
田
に
転
封
さ
れ
て
か
ら
四

百
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る
。
ま
さ
に
時

代
を
超
え
て
当
時
の
史
料
が
こ
こ
に
現

存
す
る
。

今
後
、
利
用
者
自
身
が
時
代
を
超
え

て
残
さ
れ
た
史
料
の
価
値
と
、
保
存
に

つ
い
て
考
え
な
が
ら
、
利
用
し
て
い
く

こ
と
が
さ
ら
に
県
民
の
財
産
と
し
て
の

公
文
書
館
を
創

っ
て
い
く
こ
と
に
な
る

も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

堪
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当
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，
１
」竿
性
の
身
分
と
さ
れ
た
。

■
生
に
は
足
軽
な
ど
の
軽
輩
の
武
士
が

編
入
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一年
族
身
分
が
存

在
し
た
の
は
極
め
て
短
期
間
で
あ
っ
た
。

明
治
五
年
二
月
の
大
政
官
達
第
二
九

号
は
、
各
府
県
に
対
し
管
内
居
住
の
世

襲
卒
族
の
調
書
を
大
蔵
省
に
提
出
す
る

こ
と
を
指
令
し
た
。
世
襲
卒
族
の
士
族

身
分
編
人
の
た
め
で
あ
る
。　
一
代
限
り

抱
え
の
卒
族
は
平
民
と
さ
れ
、
家
禄
支

給
は
打
ち
切
り
と
な

っ
た
。

秋
田
県
は
こ
れ
を
受
け
、
明
治
沐
軒

一
月
に
布
達
第

一
九
号
で
、
小
区
戸
長

に
世
襲
卒
族
の
系
図
を
取
り
ま
と
め
さ

せ
た
。
そ
の
際
、
一戸
長
よ
り
県
庁
に
提

出
さ
れ
た
系
図
が

翌
卒
家
譜
」
の
名
前

で
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
、

「卒
家
譜
」
は
二
九
冊
分
が
保
存
さ
れ

て
い
る
。
各
家
か
ら
提
出
さ
れ
た
系
図

は
、
居
住
地
域
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
簿

冊
に
編
綴
さ
れ
た
。

「卒
家
譜
」
は
、
前
号
で
紹
介
し
た

「士
族
卒
明
細
短
冊
」
と
同
時
期
に
併

行
し

て
調
査

の
上
、
提
出
さ
れ
た
。

「卒
家
譜
」
の
場
合
、
各
家
の
藩
政
時

代
の
は
高
及
び
役
職
の
他
、
遡
れ
る
限

り
代
々
の
当
主
の
姓
名
と
家
督
相
続
及

び
隠
居
の
年
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
世

襲
の
家
柄
を
証
明
し
、
士
族
と
し
て
の

家
禄
収
入
を
確
保
す
る
こ
と
が
作
成
の

目
的
だ

っ
た
た
め
で
あ
る
。
明
治
六
年

の
布
達
第

一
九
号
に
は
、
「若
偽
り
筋

申
立
他
日
露
見
二
及
候
二
お
い
て
ハ
屹

度
可
及
所
置
候
事
」
と
あ
る
。
家
系
偽

造
は
厳
し
く
処
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。

「卒
家
譜
」
は
、
旧
藩
の
足
軽
な
ど

軽
輩
の
武
士
の
家
に
付
き
家
系
を
調
べ

る
こ
と
が
出
来
る
貴
重
な
史
料

で
あ

る
。
当
館
で
は
、
平
成
九
年
度
事
業
と

し
て

「士
族
卒
明
細
短
冊
」
と
共
に
複

製
本
を
作
成
し
閲
覧
室
に
配
架
し
た
。

今
後
、
両
資
料
併
せ
て
ル
ー
ツ
探
し
な

ど
に
利
用
出
来
る
。

だ
が
、
「卒
家
譜
」
に
は
史
料
的
な

制
約
も
存
在
す
る
。
第

一
は
、
現
存
す

る
殆
ど
が
旧
秋
田
藩
分
で
あ
る
こ
と
で

あ
る
。　
一
冊
の
み
旧
本
荘
藩
分
だ
が
、

他
の
県
内
旧
諸
藩
の

「卒
家
譜
」
は
皆

無
で
あ
る
。
明
治
六
年
の
布
達
第

一
九

号
は

「元
秋
田
藩
従
来
卒
家
譜
明
細
調

可
差
出
事
」
と
の
指
令
で
あ
っ
た
。
な

ぜ
、
県
内
居
住
の
全
て
の
世
襲
卒
族
を

対
象
と
せ
ず
、
旧
秋
田
藩
分
の
み
と
し

た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
後
、
他

藩
の
卒
族
を
調
査
さ
せ
た
布
達
も
見
え

な
い
。
旧
本
荘
藩
分
が
残

っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
或
は
他
藩
の

「卒
家
譜
」
も

編
纂
さ
れ
、
長
い
年
月
の
間
に
失
わ
れ

た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
正
確

な
事
情
は
現
時
点
で
は
分
か
ら
な
い
。

第
二
は
、
卒
家
譜
の
提
出
対
象
か
ら

一
代
限
り
の
卒
族
と
陪
臣
の
卒
族
が
除

か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
卒

族
の
家
系
は

「卒
家
譜
」
か
ら
は
分
か

ら
な
い
。

第
二
は
、
提
出
す
る
系
図
の
書
式
が

指
定
さ
れ
な
か

っ
た
た
め
、
各
家
ご
と

に
記
述
の
詳
細
さ
に
差
が
有
る
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
各
家
に
よ
り
先
祖
に
関

す
る
記
憶
に
も
違
い
が
有

っ
た
ら
し

い
。
藩
政
初
期
の
慶
長
年
間
に
遡
る
系

図
が
有
る

一
方
、
先
代
姓
名
不
詳
と
し

て
藩
政
中
期
や
後
期
か
ら
書
き
始
め
た

も
の
も
多
い
。

利
用
の
際
、
「卒
家
譜
」
を
調
べ
て

も
完
全
に
家
系
を
遡
れ
な
い
ケ
ー
ス
も

有
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

（公
文
書
課
　
柴
田
知
彰
）
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「遊
行
上
人
」
と
は

「清
浄
光
寺
を

拠
点
と
し
、
廻
国
す
る
時
宗
の
指
導
者
」

雪
日
本
史
大
辞
典
』
平
凡
社
）と
さ
れ
、

時
宗
の
開
祖
で
あ
る

一
遍
の
流
れ
を
汲

み
、
各
地
を
遊
行
し
な
が
ら
念
仏
を
称

え
て
廻
る
時
宗
遊
行
派
の
指
導
者
の
こ

と
を
い
う
。
狭
義
で
は

一
遍
、
も
し
く

は
時
宗
遊
行
派
の
開
祖
他
阿
真
教
を
指

す
こ
と
も
多
い
と
い
う
。

こ
こ
で
紹
介
す
る
遊
行
上
人
の
書
状

は

「秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
と
い
う
秋
田

藩

で
編
纂
さ
れ
た
史
料
群
に
含
ま
れ

る
。
秋
田
藩
で
は
元
禄
九
年

（
一
六
九

六
）
に
、
い
わ
ゆ
る

「佐
竹
家
譜
」
編

纂
の
た
め
諸
士

・
寺
社
な
ど
か
ら
相
伝

文
書

・
記
録

。
系
図
等
を
文
書
所
に
提

出
さ
せ
た
。
文
書
所
で
は
こ
れ
ら
古
文

書
類
の
鑑
定

。
書
写
な
ど
を
行
い
、
所

蔵
者
に
原
本
を
返
却
し
た
。
そ
の
後
数

回
に
わ
た

っ
て
追
加

。
増
補
が
行
わ

れ
、
六
十

一
冊
の
構
成
と
な

っ
た
。
現

在
で
は
原
本
が
失
わ
れ
た
中
世
文
書
の

写
し
を
数
多
く
含
ん
で
い
る
。

こ
の

「秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
に
は
遊

行
上
人
か
ら
出
さ
れ
た
書
状
が
十

一
点

含
ま
れ
て
い
る
。
（表
参
照
）

佐
竹
氏
と
時
宗
と
の
関
係
は
鎌
倉
時

代
ま
で
遡
る
。
戦
国
期
に
至
り
天
文
七

年

（
一
五
三
八
）
遊
行
二
十
七
代
上
人

他
阿
真
寂
が
常
陸
国
を
遊
行
し
た
際
、

佐
竹
義
篤
と
交
流
が
あ
り
、
義
篤

。
義

昭

・
義
昭
夫
人
は
死
去
後
、
そ
れ
ぞ
れ

時
宗
寺
院
に
に
葬
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
書
状

の
う
ち
慶
長
八
年

（
一
六
〇
三
）
に
他
阿
弥
陀
仏
か
ら
佐

竹
義
重
に
あ
て
ら
れ
た
書
状
は
、
佐
竹

氏
が
常
陸
国
か
ら
慶
長
七
年
に
秋
田
に

転
封
さ
れ
た
直
後
に
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
ち
な
み
に
こ
こ
で
い
う
他
阿
弥

陀
仏
は
遊
行
三
十
二
代
上
人
普
光
の
こ

と
を
指
す
。
普
光
は
佐
竹
氏
の

一
族
、

小
野
氏
の
出
身
で
、
天
正
十
二
年

（
一

五
八
四
）
日
向
国
で
遊
行
上
人
の
位
を

継
い
で
い
る
。

天
正
十
七
年
越
後
国
北
条
で
遊
行
上

人
の
位
を
他
阿
満
悟
に
譲
り
、
藤
沢
上

人
と
な
る
も
の
の
、
戦
火
で
焼
失
し
た

時
宗
本
山
で
あ
る
清
浄
光
寺

（神
奈
川

県
藤
沢
市
）
の
再
建
が
進
ま
ず
、
故
郷

で
あ
る
常
陸
国
小
野

（茨
城
県
常
陸
太

田
市
）
に
帰

っ
た
。
そ
の
後
も
清
浄
光

寺
の
再
興
は
な
か
な
か
進
ま
ず
、
天
正

十
八
年
豊
臣
秀
吉

の
小
田
原
合
戦
の

際
、
ま
た
焼
失
し
て
い
る
。

天
正
十
九
年
に
佐
竹
義
宣
が
、
小
野

に
帰

っ
て
い
た
普
光
を
水
戸
に
招
き
、

水
戸
に

「藤
沢
道
場
」
を
創
建
し
た
。

こ
の
時
期
佐
竹
氏
が
時
宗
を
保
護
し

た
背
景
に
は
、
遊
行
上
人
の
宗
教
的
影

響
力

・
廻
国
に
よ
る
各
地
情
勢

へ
の
精

通
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

「他阿弥陀仏書状」(一部分「秋田藩家蔵文書」59寺社文書 下)

し
か
し
慶
長
七
年
佐
竹
氏
転
封
の
た

め
、
保
護
を
失

っ
た
常
陸
地
方
の
時
宗

寺
院
は
苦
境
に
陥
り
、
水
戸
藤
沢
道
場

も
寺
領
を
減
ら
さ
れ
た
。
こ
の
書
状
で

は
普
光
が
佐
竹
氏
に
対
し
、
常
葉
村

（水
戸
市
）
に
あ

っ
た
龍
泉
寺
を
源
真

（佐
竹
義
昭
、
義
重
の
父
）御
位
牌
所
と

し
て
秋
田
に
移
転
し
て
欲
し
い
、
と

「佐
竹
御
閑
居
」
（義
重
）
に
頼
ん
で
い

る
。
こ
の
願
い
は
聞
き
届
け
ら
れ
、
慶

長
八
年
秋
田
に
龍
泉
寺
が
建
立
さ
れ
た
。

（古
文
書
課
　
煙
山
英
俊
）

(4)

整理記号 史料名 和暦 月 日 差出入 宛名

A280‐ 69-59‐ 45 也阿弥陀仏書状 (慶長8 2 也阿弥陀仏(普光| ←竹術開居

`恙

重

A280‐ 69-59‐ 46 也阿弥陀仏書リ天正15 8 9 也阿弥陀仏(普光)

3 A280-69‐ 59-47 也阿弥陀仏書リ 文禄3 6 5 也阿弥陀仏(普光) 僧阿弥陀fy/

4 A280-69‐ 59-48 的Fll誅 0テイム筆l 憂長 17 6 山阿弥陀仏(普光) 竜泉寺称阿弥陀1

5 A280-69‐ 42-74 L阿弥陀仏(普光) 柳 陰 老 士
A280-69-55‐ 17 4 晦 也阿弥陀仏(普光) 柳 陰 老 士

7 A280-69-10‐ 158 3 2 山阿弥陀仏(真寂| 松    庵

8 A280-69‐ 10159 詢耐漁唯″室上 3 し阿弥陀仏(真寂| 松   庵

9 A280-69‐ 10-160 7 由阿弥陀仏(真寂| 松   庵

A280‐ 2‐ 35-41 慶長8) 11 初 也阿弥陀仏(普光) 少   城

ll A280‐ 2-35‐ 48 慶長9 6 朔 他阿弥陀仏(普光) 御   城

「秋田藩家蔵文書」遊行上人書状一覧表
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北
家
）

前
回
の
西
家

（大
館
）
に
続
き
、
同

じ
御
苗
字
衆
の
北
家

（角
館
）
を
取
り

上
げ
る
。
東
家
と
南
家
の
史
料
は
ま
と

ま
り
と
し
て
は
な
い
の
で
、
宗
家

。
西

家

・
北
家
の
三
つ
の
史
料
群
が
佐
竹
文

庫
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

北
家
は
、
佐
竹
義
斯
が
初
代
秋
田
藩

主
。
義
宣
の
元
服
の
際
に
加
冠
を
勤
め
、

以
後
代
々
佐
竹
家
の
加
冠
を
勤
め
る
こ

と
と
な
っ
た
名
門
で
あ
る
。
明
暦
年
間

（
一
六
五
五
～
五
八
）
に
、
そ
れ
ま
で

角
館
を
支
配
し
て
い
た
芦
名
氏
断
絶
の

後
を
受
け
て
、
佐
竹
義
隣

（義
斯
の
曾

孫
）
が
初
代
の
所
預
と
し
て
角
館
に
着

任
し
て
三
六
〇
〇
石
の
給
地
を
有
し
、

以
後
北
家
は
明
治
に
至
る
ま
で
角
館
に

居
住
し
十

一
代
を
数
え
た
。

北
家
の
史
料
は
、
昭
和
二
十
七
年
に

当
時
の
当
主
で
あ

っ
た
佐
竹
敬
次
郎
氏

よ
り
県
立
図
書
館
に
譲
渡
さ
れ
た
八
五

五
点
に
、
昭
和
六
十
三
年
に
古
書
店
よ

り
購
入
し
た
四

一
〇
点
を
併
せ
て
角
館

佐
竹
家
旧
蔵
文
書
と
し
て
整
理
さ
れ
た

も
の
で
、
当
館
開
館
に
伴

っ
て
移
管
さ

れ
た
。
Ａ
Ｋ
記
号
の
後
に
日
本
十
進
分

類
法
の
番
号
が
ふ
ら
れ
て
お
り
、
枝
番

等
を
整
理
し
た
総
数
は

三
一九
八
点
で
、

そ
の
根
幹
を
な
す
の
は
、
「北
家
御
日
記
」

（
Ａ
Ｋ
二

一
二
―

一
―

一
～
七
六
五
）

で
あ
る
。

「北
家
御
日
記
」
は
、
北
家
の
歴
代

当
主

・
若
君
又
は
そ
の
家
臣
の
筆
に
よ

る
公
式
の
記
録
で
、
二
代
義
明
か
ら
十

一
代
義
尚
ま
で
、
延
宝
二
年

（
一
六
七

四
）
に
始
ま
り
明
治
二
十
七
年

（
一
八

九
四
）
ま
で
の
三
二
〇
年
に
及
ぶ
日
記

で
あ
る
。
当
初
は
七
八

一
冊
以
上
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
現
存
す
る
の
は
七

六
五
冊
で
あ
る
。
藩
末
期
に
そ
の
欠
本

が
多
く
、
慶
応
四
年

（
一
八
六
八
）
八

月
に
戊
辰
戦
争
の

一
環
と
し
て
角
館
付

近
で
展
開
さ
れ
た
仙
台

・
庄
内
軍
と
の

戦
闘
の
記
録
は
、
残
念
な
が
ら
欠
い
て

い
る
。
義
尚
が
男
爵
に
叙
さ
れ
、
東
京

に
移
住
す
る
に
及
び
終
筆
し
た
。

内
容
的
に
は
、
所
預
と
し
て
の
公
的

な
記
事
の
他
に
、
一
族
の
動
静

上
父
際

・

風
習
な
ど
私
的
な
記
録
も
含
ま
れ
、

近
世
の
ほ
ぼ
全
時
代
と
明
治
初
頭
に
渉

る
記
録
で
あ
り
、
自
筆
原
稿
の
た
め
そ

の
価
値
は
高
く
、
昭
和
四
十
二
年
に
県

の
有
形
文
化
財

（書
跡
）
の
指
定
を
受

け
て
い
る
。

県
立
図
書
館
時
代
に
始
ま
っ
た
翻
刻

事
業
は
、
当
館
に
引
き
継
が
れ
現
在
も

継
続
中
で
あ
る
。
十
五
年
計
画
で
始
ま

っ
た
翻
刻
も
来
年
度
で
終
了
の
見
込
み

と
な

っ
て
い
る
。
翻
刻
が
終
了
し
て
も

刊
行
ま
で
は
か
な
り
の
年
数
が
か
か
る

た
め
、
今
の
と
こ
ろ
刊
行
の
計
画
は
具

体
的
に
な
い
が
、
近
い
将
来
に
は
活
字

本
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
閲
覧
室
に
は
コ
ピ

ー
本
が
全
冊
揃

っ
て
い
る
の
で
、
気
軽

に
利
用
し
て
も
ら
い
た
い
。

そ
の
他
の
北
家
史
料
は
、
西
家
同
様

に
佐
竹

一
門
の
武
家
伝
来
文
書
と
し
て

の
特
徴
を
持
ち
、
当
主
の

一
代
記
録

・

書
状
類

・
由
緒
書

・
被
仰
渡
書
な
ど
が

あ
り
、
他
の
佐
竹
関
係
史
料
と
と
も
に

重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
北
家
御
日
記

以
外
の
主
な
も
の
の
内
訳
を
概
数
で
示

す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

〈佐
竹
北
家
史
料
の
主
な
内
訳
）

伝
記

・
系
譜

。
家
伝
等
　
　
九
〇

政
治

・
行
政
関
係
　
　
　
一
四
〇

財
政

。
経
済
関
係
　
　
　
一
一
一〇

有
職
故
実

。
冠
婚
葬
祭
等
　
五
〇

そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一〇

例
え
ば
、
伝
記

・
系
譜
に
は
、
文
書

所
提
出
の
系
図
に
関
連
す
る
文
書
や
岡

本
元
朝
書
状
な
ど
が
含
ま
れ
、
藩
の
系

図
編
纂
事
業
の
舞
台
裏
を
知
る
こ
と
も

で
き
る
。

参
考

¨

「角
館
士ど

ほ
か

（古
文
書
課
　
佐
藤
　
隆
）

北 家 御 日 記

〈角
館
北
家
系
図
〉

①
義
隣
ｌ
②
義
明
ｌ
③
義
命

ｌ
④
義
拠
ｌ
⑤
義
邦
ｌ
⑥
義
射

ｌ
⑦
義
文
ｌ
③
義
術
―
◎
義
許

ｌ
⑩
義
倫
ｌ
⑪
義
尚
…
敬
次
郎

(5)



今
年
の
公
文
書
館
企
画
展
は
、
江
戸

時
代
の
境
争
論
を
と
り
あ
げ
ま
し
た
。

境
争
論
と
は
、
水
源
や
木
材
の
確
保
、

鉱
山
の
採
掘
な
ど
を
め
ぐ
り
、
隣
藩
と

の
間
で
生
じ
る
土
地
問
題
の
こ
と
で
、

近
世
社
会
で
は
、
全
国
的
に
境
争
論
が

数
多
く
発
生
し
、
そ
の
解
決
は
各
藩
で

大
き
な
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
展
示
で
は
、
館
蔵
史
料
の
う

ち
秋
田
藩
の
境
争
論
に
関
す
る
史
料
の

一
部
を
、
以
下
の
展
示
構
成
で
紹
介
し

ま
し
た
。

●
近
世
秋
田
の
境
争
論

秋
田
藩
が
関
連
し
た
主
な
境
争
論
を

地
図
と
年
表
で
紹
介
し
ま
し
た
。

ま
た
矢
立
杉
や
境
明
神
、
境
塚
な
ど
、

現
在
で
も
県
内
各
地
に
残
る
境
争
論
の

跡
を
写
真
パ
ネ
ル
で
紹
介
し
ま
し
た
。

●
境
争
論
の
発
生
と
裁
許

～
奔
走
す
る
藩
役
人
～

南
部
藩
と
の
境
争
論
を
例
と
し
て
、

境
争
論
の
発
生
か
ら
江
戸
幕
府
の
裁
許

を
う
け
て
の
解
決
ま
で
の
流
れ
を
紹
介

し
ま
し
た
。

境
争
論
が
ど
の
よ
う
に
発
生
し
、
ま

た
、
解
決
に
む
け
て
藩
の
役
人
や
地
元

の
住
民
が
ど
の
よ
う
な
活
躍
を
し
た
の

か
、
彼
ら
の
奮
闘
の
様
子
を
中
心
に
ま

と
め
ま
し
た
。

ま
た
、
藩
境
確
定
の
証
拠
と
し
て
作

成
さ
れ
た
裁
許
絵
図
を
特
別
に
紹
介
す

る
と
と
も
に
、
重
要
な
証
拠
と
し
て
秋

田
藩
に
保
管
さ
れ
て
き
た
経
緯
に
も
触

れ
ま
し
た
。

●
境
争
論
の
再
燃

～
苦
悩
す
る
藩
役
人
～

八
卦
通
境
争
論
を
例
と
し
て
、
幕
府

に
よ
る
裁
許
後
に
再
燃
す
る
様
子
を
ま

と
め
ま
し
た
。

藩
役
人
の
書
状
や
、
解
決
時
の
証
文

な
ど
を
展
示
し
、
長
期
に
わ
た
り
努
力

す
る
藩
役
人
の
様
子
を
紹
介
し
ま
し
た
。

●
境
争
論
と
拠
人

～
地
元
で
活
躍
す
る
人
々
～

境
争
論
に
あ
た
り
、
地
元
で
多
岐
に

わ
た
る
活
躍
を
し
た
拠
人
と
呼
ば
れ
る

人
々
を
紹
介
し
ま
し
た
。

地
元
に
詳
し
い
彼
ら
が
各
地
で
重
要

な
役
割
を
担

っ
た
様
子
を
、
関
連
す
る

絵
図
な
ど
と
あ
わ
せ
て
紹
介
し
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
調
査
に
あ
た
っ
た

県
内
各
地
の
拠
人
史
料
か
ら
、
そ
の

一

部
を
写
真
パ
ネ
ル
で
紹
介
し
ま
し
た
。

●
境
争
論
の
あ
と

藩
役
人
や
拠
人
の
活
躍
に
よ
り
多
く

の
境
争
論
が
解
決
に
向
か
い
ま
す
が
、

近
世
末
期
の
境
争
論
の
様
子
を
、
地
図

や
略
図
な
ど
と
と
も
に
紹
介
し
ま
し
た
。

境
争
論
と
は
、　
一
般
に
あ
ま
り
な
じ

み
の
な
い
テ
ー
マ
で
は
あ
り
ま
す
が
、

近
世
の
秋
田
藩
に
と
っ
て
は
、
非
常
に

大
き
な
課
題
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
は

膨
大
に
残
さ
れ
た
記
録
か
ら
も
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
史
料

は
、
秋
田
藩
か
ら
秋
田
県
に
引
き
継
が

れ
、
県
庁
内
に
保
管
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
た
め
今
回
の
展
示
で
は
、
展
示
の

か
た
ち
で

一
般
に
公
開
さ
れ
る
の
は
初

め
て
と
な
る
史
料
が
多
く
出
展
さ
れ
、

多
く
の
方
々
の
関
心
を
集
め
ま
し
た
。

期
間
　
一削
期
　
８
月
２５
日
～
９
月
１９
日

後
期
　
Ｈ
月
１６
日
～
１２
月
９
日

（古
文
書
課
　
加
藤
昌
宏
）

澤
嘗
摯
口
０
自
嚢

■
璽
藝
難
ご
量
蟄
曇
●
撃
曇
義
Ｉ

(6)
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大
内
町
歴
史
民
俗
資
料
館
は
大
内
町

役
場
に
隣
接
す
る
建
物
の
中
に
あ
り
ま

す

（写
真
）
。

古
文
書
を
含
む
歴
史
資
料
は
、
そ
れ

が
伝
来
さ
れ
て
き
た
現
地
で
保
管
さ
れ

る
の
が
最
も
良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
内
町
で
も
基
本
的
に
古
文
書
を
所
蔵

さ
れ
る
個
人
宅
で
保
管
し
、
そ
の
史
料

を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
す
る
こ
と

で
、
史
料
の
保
存
と
活
用
を
進
め
て
い

ま
す
。

大
内
町
で
は
文
化
財
指
定
と
し
た
古

文
書
の
所
蔵
者
に
は
桐
製
の
保
存
箱
を

贈
り
、
保
存
環
境
を
守
る
と
と
も
に
、

そ
れ
以
外
の
古
文
書
所
蔵
者
に
つ
い
て

も
、
地
域
の
歴
史
的
財
産
と
し
て
貴
重

な
史
料
な
の
で
大
切
に
す
る
よ
う
呼
び

か
け
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

史
料
の
翻
刻
も
順
次
進
め
ら
れ
て
お

り
、
「下
川
大
内
村
村
会
議
事
録
Ｌ
六
郷

町
岩
屋
朝
明
氏
所
蔵
文
書
Ｌ
岩
野
目
沢

松
永
康
家
文
書
Ｌ
岩
野
目
沢
肝
煎
文
書

写
Ｌ
社
寺
明
細
帳
Ｌ
亀
田
藩
村
別
石
高

童
屋
な
ど
の
翻
刻
原
稿
が
フ
ア
イ
ル
化

さ
れ
、
整
然
と
整
理
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
年
に
二
回
展

示
替
え
を
し
な
が
ら
企
画
展
を
行

っ
て

い
る
そ
う
で
す
。
別
室
に
は
昔
懐
か
し

い
民
具
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
町
内
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
な

ど
の
広
報
活
動
を
通
じ
て
集
め
ら
れ
た

と
の
こ
と
で
し
た
。

昨
年
度
に
引
き
続
き
、
県
内
の
各
市

町
村
の
文
書
保
存
担
当
者
を
対
象
と
し

て
、
五
月
十

一
日

（月
）
に
当
館
多
目

的
ホ
ー
ル
に
て
標
記
協
議
会
を
開
催
し

ま
し
た
。
三
〇
市
町
村
か
ら
四
二
名
の

参
加
が
あ
り
、
史
料
保
存
に
関
す
る
報

告

。
討
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

午
前
は
、
史
料
保
存
機
関
と
し
て
の

当
館
の
役
割
に
つ
い
て
、
当
館
職
員
に

よ
る
情
報
提
供
を
行
い
、
午
後
は
、
こ

れ
ま
で
当
館
で
行

っ
て
き
た
史
料
所
在

調
査
の
概
要
報
告
を
も
と
に
、
各
市
町

村
の
現
状

・
問
題
点
に
つ
い
て
全
体
協

議
を
行
い
ま
し
た
。
終
了
後
、
個
別
の

相
談
や
当
館
の
書
庫
等
の
施
設
見
学
を

行
い
、
閉
会
し
ま
し
た
。

当
協
議
会
も
今
回
で
三
回
目
を
迎

え
、
市
町
村
に
よ
る
自
主
運
営
組
織

ヘ

の
発
展
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す

が
、
参
加
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と

そ
の
形
は
ま
だ
時
期
尚
早
と
の
意
見
が

多
く
、
当
面
は
現
在
の
形
で
継
続
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
と

も
史
料
保
存
の
努
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

今
年
度
の
古
文
書
解
読
講
座
は
八
月

四

・
五
日
の
両
日
、
当
館
多
目
的
ホ
ー

ル
に
て
七

一
名
の
参
加
に
よ
り
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
講
座
内
容
は
以
下
の
通
り
。

講
座
①

遊
行
上
人
の
書
状

（秋
田
藩
家
蔵
文
書
）
煙
山
英
俊

講
座
②
　
奥
羽
越
列
藩
同
盟
と
秋
田

（戸
村
家
文
書
）
柴
田
次
雄

講
座
①
は
、
佐
竹
入
部
直
後
の
遊
行

上
人
の
書
状
を
取
り
上
げ
、
近
世
初
頭

の
秋
田
藩
の
状
況
や
戦
国
期
の
関
東
の

時
宗
を
取
り
巻
く
状
況
な
ど
を
紹
介
し

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
講
座
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
文
化

ニ
ホ

教
的
分
野
で
あ
り
、
参
加
者
の
興
味
を

引
き
ま
し
た
。

講
座
②
は
、
戊
辰
戦
争
後

一
三
五
年

の
イ
ベ
ン
ト
が
各
地
で
行
わ
れ
る
中
、

当
館
所
蔵
の
幕
末
の
家
老

・
戸
村
十
太

夫
の
文
書
を
使
い
、
幕
末
の
秋
田
藩
の

一暴
の
動
き
を
追
う
と
い
う
内
容
で
し
た
。

秋
田
藩
の
成
立
期
と
消
滅
期
の
双
方

の
時
期
を
取
り
上
げ
、
充
実
し
た
内
容

の
講
座
と
な
り
ま
し
た
。
来
年
度
も
多

く
の
参
加
を
望
み
ま
す
。
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今
年
度
は

一
六

一
五
〇
冊
の
県
庁
公

文
書
が
引
継
が
れ

（本
庁
分
八
二
五
〇

冊
、
地
方
機
関
分
七
九
〇
〇
冊
）
、
六

月
十
八
日
と
二
十
五
日
の
両
日
、
学
事

文
書
課
記
録
書
庫
か
ら
当
館

へ
の
搬
入

作
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
本
庁
分
が
昨

年
よ
り
三
千
冊
近
く
増
え
た
も
の
の
、

総
数
は
こ
こ
三
年
間

一
万
六
千
～
七
千

冊
の
水
準
で
推
移
し
て
い
ま
す
。
今
回

は
「山
林
原
野
其
他
原
由
取
調
書
穴
林
政

課
）
な
ど
明
治
期
に
作
成
さ
れ
た
珍
し
い

も
の
も
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

引
継
い
だ
公
文
書
を
書
架
に
並
べ
て

か
ら
は
次
の
よ
う
な
作
業
が
始
ま
り
ま

す
。
先
ず
引
継
い
だ
簿
冊
の
冊
数
を
確

認
し
整
理
番
号
を
付
け
、
資
料
名
な
ど

を
電
算
入
力
し
ま
す

（
一
次
整
理
）
。

次
に
簿
冊
の
内
容
を

一
つ
ひ
と
つ
確
認

し
な
が
ら
資
料
名
や
資
料
情
報
な
ど
を

整
理

・
確
定
し
、
評
価
を
加
え
て
い
き

ま
す

（
二
次
整
理
）
。
そ
し
て
最
終
的

に
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
の
価
値
に
よ

り
保
存
あ
る
い
は
廃
棄
の
判
断
を
行
い

ま
す

（評
価
選
別
）
。
こ
れ
ら

一
連
の

作
業
は
取
り
こ
ば
し
が
な
い
よ
う
十
分

時
間
を
か
け
て
行
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ま

で
の
間
引
継
が
れ
た
公
文
書
は
、
温

度

。
湿
度
が

一
定
に
保
た
れ
た
文
書
に

と
っ
て
最
適
な
環
境
の
も
と
で
時
を
過

ご
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
引
継
が
れ
た
簿
冊

の
中
に
は
保
管
が
万
全
で
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
言
う

ま
で
も
な
く
湿
気
は
紙
の
大
敵
で
、
大

切
な
文
書
を
カ
ビ
で
台
無
し
に
し
て
し

ま
い
ま
す
。
保
管
に
は
十
分
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

（公
文
書
課
）

整
理
作
業
の
た
め
毎
日
多
く
の
公
文

書
に
触
れ
ま
す
。
そ
の
中
に
先
輩
の
名

前
を
見
つ
け
た
り
す
る
と
ふ
と
懐
か
し

さ
を
覚
え
ま
す
。
県
政
を
担

っ
た
諸
先

輩
の
日
々
の
仕
事
を
反
映
す
る
も
の
が

公
文
書
で
あ
り
、
歴
史
資
料
と
し
て
の

重
要
性
を
感
じ
ま
す
。
（桜
）

当
館
に
は
自
治
体
史
編
纂
事
業
に
携

わ
る
方
々
が
、
県
の
内
外
を
問
わ
ず
来

館
さ
れ
、
各
地
域
に
関
連
す
る
史
料
の

熱
心
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
調
査
を
通
じ
て
、
各
地
域
で

の
史
料
保
存
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
っ

て
い
く
こ
と
を
願

っ
て
い
ま
す
。
（煙
）

公
文
書
館
だ
よ
り
　
第
９
号
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株
式
会
社

秋
田
ソ
ノ
ベ

部局別県庁公文書引継簿冊数

部 局 名 引継簿冊数

土 木 部 5, 572冊
総 務 部 2, 554
農 政 部 2,496
福祉保健部 2, 030
生活環境部 1, 193
林 務 部 1. 058
商工労働部 985
出 納 局 235
企画調整部 ″

‘
９
“

(98年度引継分)

曇軸ユ■■■傘文書館利用界|

○開館時間

平    日  9:00～ 19:00

土 。日曜 日  9:00～ 17:00

0体館日
。国民の祝 日及び振替休日

・月曜日 (毎月第 3日 曜日の翌日除く)

。毎月第 3日 曜日

。資料整理日 (月 の初日)

・特別整理期間 (8月 ～10月 中の15日 間)

。年末年始 (12月 28日 ～ 1月 3日 )

青 森

北
都
銀

●
本
店
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